
過
疎
化
と
少
子
化
社
会
の
進

行
に
よ
り
市
内
の
児
童
数
は
急

速
に
減
少
し
、
今
年
度
は
小
学

校
30
校
中
19
校
が
複
式
学
級
を

有
す
る
学
校
に
な
っ
て
い
ま
す
。

小
規
模
校
は
地
域
の
特
性
や

教
育
力
を
生
か
し
た
教
育
活
動

の
実
践
が
推
進
し
や
す
い
な
ど

の
長
所
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

が
、
将
来
を
見
通
し

た
と
き
、
現
在
の
学

校
配
置
の
ま
ま
で
は
、

集
団
生
活
へ
の
適
応

力
な
ど
に
不
安
が
あ

る
こ
と
や
、
よ
り
切

磋
琢
磨
で
き
る
機
会

を
つ
く
り
、
社
会
性
、

協
調
性
、
豊
か
な
心

を
も
っ
た
子
ど
も
の

育
成
を
図
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
教
育
委

員
会
は
、
庄
原
地
域

の
小
学
校
14
校
の
う

ち
６
校
と
、
比
和
地

域
の
小
学
校
４
校
の

う
ち
３
校
の
合
計
９

校
を
再
配
置
対
象
校

と
し
て
、
平
成
20
年
３
月
末
を

も
っ
て
、
学
校
を
統
合
す
る
よ

う
関
係
者
と
協
議
を
進
め
て
き

ま
し
た
。

関
係
対
象
地
域
で
は
、
適
正

配
置
に
向
け
保
護
者
を
は
じ
め

地
域
住
民
を
交
え
て
協
議
が
行

わ
れ
、
次
代
を
担
う
地
域
の
子

ど
も
た
ち
の
教
育
環
境
を
整
え

よ
う
と
、
概
ね
適
正
配
置
に
一

定
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。今

後
は
、
再
配
置
先
と
の
学

校
間
交
流
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
調
整
や
通
学
手
段
、
跡
地
利

用
の
検
討
な
ど
、
よ
り
具
体
的

な
実
践
・
取
り
組
み
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

広報しょうばら 2007.06��

����
(

２)

所
得
税

４
段
階
の
税
率
が
６
段
階
に
細
分
化
さ
れ
、
所
得
税
と
住

民
税
を
合
わ
せ
た
税
負
担
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
制
度
設
計
さ

れ
て
い
ま
す
。

２
、
定
率
減
税
の
廃
止

平
成
11
年
か
ら
景
気
対
策
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
、
暫
定
的
な

税
負
担
の
軽
減
措
置
で
あ
っ
た
定
率
減
税
が
、
最
近
の
経
済
状
況

を
踏
ま
え
て
、
平
成
19
年
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
す
。

３
、
ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
の
創
設

広
島
県
の
森
林
を
県
民
の
共
有
財
産
と
し
て
、
み
ん
な
で
守
り

育
て
る
取
り
組
み
の
財
源
と
す
る
た
め
、
平
成
19
年
度
か
ら
新
設

さ
れ
ま
す
。

年
額
５
０
０
円

(

県
民
税
均
等
割
１
、５
０
０
円
の
う
ち
、
５

０
０
円
で
す
。)

１
、
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

(

平
成
18
年
ま
で
の
入
居
に

限
る)

を
受
け
て
い
た
方
は
、
税
源
移
譲
で
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
ま
で
減
っ
て
し
ま
う
場
合
に
、
申
告
に
よ
っ
て
翌
年
度

の
住
民
税
に
お
い
て
減
額
調
整
す
る
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

(

平
成
20
年
度
分
〜)

２
、
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

損
害
保
険
料
控
除
を
改
組
し
て
、
地
震
保
険
料
控
除
が
創

設
さ
れ
ま
す
。(

平
成
20
年
度
分
〜)

【
来
年
度
以
降
の
主
な
改
正
点
】

��������
【再配置対象校】
地域名 対象学校名 再配置先学校名 再配置する年月日

庄原

高南小学校 高小学校

平成20年４月１日

本小学校 峰田小学校
上谷小学校 板橋小学校実留小学校
田川小学校 庄原小学校
水後小学校 山内小学校

比和
森脇小学校

比和小学校古頃小学校
三河内小学校

教
育
総
務
課

学
校
管
理
係�(

０
８
２
４)

７
３-

１
１
８
６

比和地域の再配置先となる比和小学校

広報しょうばら 2007.06 ��

６
月
か
ら

住
民
税
が
変
わ
り
ま
す

����������������
仮庁舎レイアウト

７
月
か
ら
、
新
庁
舎
建
設
の
た
め
庁
舎
別
館
の
解
体
工
事
に

着
手
し
、
現
在
業
務
を
行
っ
て
い
る
各
課
は
新
庁
舎
が
完
成
す

る
予
定
の
平
成
21
年
３
月
頃
ま
で
、
庄
原
市
三
日
市
町
６
６
７－

１
の

｢

旧
江
の
川
総
合
開
発
工
事
事
務
所｣

の
建
物
で
業
務
を

行
い
ま
す
。

仮
庁
舎
に
移
転
す
る
課

自
治
振
興
課
、
社
会
福
祉
課
、
女
性
児
童
課
、
教
育
委
員
会

各
課

(

教
育
総
務
課
、
教
育
指
導
課
、
生
涯
学
習
課)

※
自
治
振
興
課
は
現
在
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で
業
務
を
行
っ

て
い
ま
す
。

今
回
と
昨
年
の
税
制
改
正
に
よ
る
、
住
民
税
に
関
す
る
主
な
改

正
点
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１
、
税
源
移
譲

地
方
分
権
の
推
進
の
た
め
の

｢

三
位
一
体
改
革｣

に
基
づ
く

｢

税
源
移
譲｣

が
平
成
19
年
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。
住
民
税
と
所

得
税
の
税
率
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
、
約
３
兆
円
の
税
源
が
、
国

か
ら
地
方
へ
移
譲
さ
れ
ま
す
。
税
源
移
譲
は
、
国
税

(

所
得
税)

か
ら
地
方
税

(

住
民
税)

へ
の
税
源
の
移
し
替
え
な
の
で
、｢

所

得
税
＋
住
民
税｣

の
負
担
は
、
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
さ

れ
て
い
ま
す
。

(

１)

住
民
税

住
民
税
所
得
割
の
税
率
が
３
段
階
か
ら
一
律
10
％

(

市
民

税
６
％
・
県
民
税
４
％)

に
な
り
ま
す
。

[現 行]
(課税所得) (標準税率)

２００万円以下の金額 ５％
７００万円以下の金額 10％
７００万円超の金額 13％

[改正後]
(課税所得) (標準税率)

一律 10％

税
務
課
市
民
税
係�(

０
８
２
４)

７
３-

１
１
４
６

犬・猫の引き取り場所も仮庁舎へ
庁舎別館の解体工事に伴い､ ７月から市役所車庫前の犬・

猫の引き取り場所を仮庁舎へ変更します｡
引き取りを希望される方は､ お間違えのないよう､ お越し

ください｡ なお､ 引取時間については変更ありません｡
引取時間 11時25分から11時35分までの10分間

総務課行政係 �0824-73-1123
�


